
 

 

平成 27 年度における行政機関個人情報保護法の施行の状況について 
 

Ⅰ 調査の目的 
  この調査は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 58 号。以下

「法」という。）第 49 条の規定に基づき、法の施行の状況を的確に把握し、広く国民に明らかにす

ることによって、個人情報保護制度の適正かつ的確な運用に資することを目的として行ったもの

である。 

 

Ⅱ 調査の対象 
１ 対象機関 

   法第２条第１項各号に規定する行政機関のすべて（45 機関） 

   *********************************************************************************** 
   第１号 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関（内閣府を除く。）及び内閣の所轄の下に置かれる機関（５機

関） 

       内閣官房、内閣法制局、国家安全保障会議、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部、都市再生

本部、構造改革特別区域推進本部、知的財産戦略本部、地球温暖化対策推進本部、地域再生本部、郵政

民営化推進本部、中心市街地活性化本部、道州制特別区域推進本部、総合海洋政策本部、宇宙開発戦略

本部、総合特別区域推進本部、原子力防災会議、国土強靭化推進本部、社会保障制度改革推進本部、健

康・医療戦略推進本部、社会保障制度改革推進会議、水循環政策本部、まち・ひと・しごと創生本部、

サイバーセキュリティ戦略本部、東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部、

人事院及び復興庁 

（注） 下線を付した各機関については、事務処理の実態を踏まえ、本調査結果では、内閣官房の内数と

して整理。 

 

  第２号 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法第 49 条第１項及び第２項に規定する機関（これらの機関のうち

第 4号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。）（７機関） 

       内閣府、宮内庁、公正取引委員会、国家公安委員会、金融庁、消費者庁及び個人情報保護委員会 

 

  第３号 国家行政組織法第３条第２項に規定する機関（第５号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、

当該政令で定める機関を除く。）（30 機関） 

       総務省、公害等調整委員会、消防庁、法務省、公安審査委員会、公安調査庁、外務省、財務省、国税

庁、文部科学省、文化庁、スポーツ庁、厚生労働省、中央労働委員会、農林水産省、林野庁、水産庁、

経済産業省、資源エネルギー庁、特許庁、中小企業庁、国土交通省、運輸安全委員会、観光庁、気象庁、

海上保安庁、環境省、原子力規制委員会、防衛省及び防衛装備庁 

 

   第４号 内閣府設置法第 39 条及び第 55 条並びに宮内庁法第 16 条第２項の機関並びに内閣府設置法第 40 条及

び第 56 条（宮内庁法第 18 条第１項において準用する場合を含む。）の特別の機関で、政令で定めるもの

（１機関） 

      ＜国家公安委員会に置かれる特別の機関＞ 

警察庁 

 

   第５号 国家行政組織法第８条の２の施設等機関及び同法第８条の３の特別の機関で、政令で定めるもの（１

機関） 

＜法務省に置かれる特別の機関＞ 

検察庁 

 

   第６号 会計検査院 

 

（注）１ 東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部は、平成 27 年６月 25 日設置。 

２ 平成 27 年度以降の行政機関の組織改編については、本文末の別表参照。 

   ************************************************************************************ 

２ 対象期間 

平成 27 年４月１日から 28 年３月 31 日までの状況について、平成 28 年３月 31 日現在で調査 

（本文中で引用している法令及び条項は平成 28 年３月 31 日時点のものである。） 
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